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【手続補正書】
【提出日】令和2年4月2日(2020.4.2)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一過性受容体電位バニロイド１（ＴＲＰＶ１）受容体アゴニストを有効成分として含む
、対象における心血管病態を治療するための医薬であって、対象の第１～第４胸椎レベル
の１つ以上に位置する硬膜外腔に投与するための、医薬。
【請求項２】
　前記対象がヒトである、請求項１に記載の医薬。
【請求項３】
　前記心血管病態がうっ血性心不全である、請求項１に記載の医薬。
【請求項４】
　前記心血管病態が前記対象の心筋の瘢痕化である、請求項１に記載の医薬。
【請求項５】
　前記心血管病態が高血圧、高血圧前症、または軽症高血圧からなる群から選択される、
請求項１に記載の医薬。
【請求項６】
　前記心血管病態が重症高血圧および難治性高血圧のうちの少なくとも１つからなる群か
ら選択される、請求項１に記載の医薬。
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【請求項７】
　第１胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１に記載の医薬。
【請求項８】
　第２胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１に記載の医薬。
【請求項９】
　第３胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１に記載の医薬。
【請求項１０】
　第４胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１に記載の医薬。
【請求項１１】
　一過性受容体電位バニロイド１（ＴＲＰＶ１）受容体アゴニストを有効成分として含む
、高血圧の対象において血圧を降下させるための医薬であって、対象の第１～第４胸椎レ
ベルの１つ以上に位置する硬膜外腔に投与するための、医薬。
【請求項１２】
　一過性受容体電位バニロイド１（ＴＲＰＶ１）受容体アゴニストを有効成分として含む
、収縮期高血圧の対象において収縮期血圧を降下させるための医薬であって、対象の第１
～第４胸椎レベルの１つ以上に位置する硬膜外腔に投与するための、医薬。
【請求項１３】
　一過性受容体電位バニロイド１（ＴＲＰＶ１）受容体アゴニストを有効成分として含む
、拡張期高血圧の対象において拡張期血圧を降下させるための医薬であって、対象の第１
～第４胸椎レベルの１つ以上に位置する硬膜外腔に投与するための、医薬。
【請求項１４】
　レシニフェラトキシンを有効成分として含む、対象における心血管病態を治療するため
の医薬であって、対象の第１～第４胸椎レベルの１つ以上で硬膜外腔に投与するための、
医薬。
【請求項１５】
　前記対象がヒトである、請求項１４に記載の医薬。
【請求項１６】
　前記心血管病態がうっ血性心不全である、請求項１４に記載の医薬。
【請求項１７】
　前記心血管病態が前記対象の心筋の瘢痕化である、請求項１４に記載の医薬。
【請求項１８】
　前記心血管病態が高血圧、高血圧前症、または軽症高血圧からなる群から選択される、
請求項１４に記載の医薬。
【請求項１９】
　前記心血管病態が重症高血圧および難治性高血圧のうちの少なくとも１つからなる群か
ら選択される、請求項１４に記載の医薬。
【請求項２０】
　第１胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１４に記載の医薬。
【請求項２１】
　第２胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１４に記載の医薬。
【請求項２２】
　第３胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１４に記載の医薬。
【請求項２３】
　第４胸椎に近接した前記硬膜外腔に投与される、請求項１４に記載の医薬。
【請求項２４】
　一過性受容体電位バニロイド１（ＴＲＰＶ１）受容体アゴニストを有効成分として含む
、高血圧前症または軽症高血圧を有する対象を予防的に治療するための医薬であって、対
象の胸椎に近接した硬膜外腔に投与するための、医薬。
【請求項２５】
　レシニフェラトキシンを有効成分として含む、高血圧前症または軽症高血圧を有する対
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象を予防的に治療するための医薬であって、対象の胸椎に近接した硬膜外腔に投与するた
めの、医薬。
【請求項２６】
　レシニフェラトキシンを有効成分として含む、対象における心血管病態を治療するため
の医薬であって、
対象の第１～第４胸椎レベルの１つ以上の硬膜外腔に約０．０６マイクログラム超かつ約
３０マイクログラム未満である量のレシニフェラトキシンを投与するための溶液である、
医薬。
【請求項２７】
　レシニフェラトキシンを有効成分として含む、対象における心血管病態を治療するため
の医薬であって、
対象の第１～第４胸椎レベルの１つ以上の硬膜外腔に溶液１ミリリットルにつき０．６～
１０マイクログラムのレシニフェラトキシンを投与するための溶液である、医薬。
【請求項２８】
　前記溶液が、前記１つ以上の椎骨レベルのそれぞれに約１００マイクロリットル超かつ
約３ミリリットル未満の容量で投与される、請求項２７に記載の医薬。
【請求項２９】
　一過性受容体電位バニロイド１（ＴＲＰＶ１）受容体アゴニストを有効成分として含む
、対象における心血管病態を治療するための医薬であって、
オピオイド受容体アゴニストと併用され、
対象の第１～第４胸椎レベルの１つ以上に位置する硬膜外腔に投与されることを特徴とす
る、医薬。
【請求項３０】
　前記対象がヒトである、請求項２９に記載の医薬。
【請求項３１】
　前記オピオイド受容体がμ－オピオイド受容体である、請求項２９に記載の医薬。
【請求項３２】
　前記オピオイド受容体アゴニストがオピオイドである、請求項２９に記載の医薬。
【請求項３３】
　前記オピオイドがフェンタニールである、請求項３２に記載の医薬。
【請求項３４】
　前記フェンタニールを、対象重量１ｋｇにつき５０～１００μｇのフェンタニールに相
当する量で１２時間おきに投与する、請求項３３に記載の医薬。
【請求項３５】
　前記オピオイド受容体アゴニストの投与が静脈内投与または腹腔内投与である、請求項
２９に記載の医薬。
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